
 

 

八代市監査委員公告第 ６ 号 

 

地方自治法第１９９条第１４項の規定に基づき、工事監査の結果に対する措置状況を、

別紙のとおり公表します。 

 

令和４年４月２８日 

 

 

 

八代市監査委員  江 﨑  眞 通 

八代市監査委員  上 原    治  

八代市監査委員  前 川  祥 子     

 



 

 

 

 

工事監査結果に対する 

措置状況 

（令和４年４月） 
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措置の内容 

【令和３年度実施分】 

◆ 土木課・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 
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八 市 土 第 ３ １ ３ ５ 号 

令 和 ４ 年 ３ 月 ２ ４ 日 

 八代市監査委員  様  

八  代  市  長  

 

工事監査結果に対する措置状況について（通知）  

 

このことについて、下記のとおり通知します。 

 

記 

 

課 か い 名   土 木 課 

監査対象年度   令和３年度 

監査実施期間   令和３年１１月１８日 ～ 令和４年３月１８日 

 

指
摘
事
項 

施工計画書については、一般的な記述となっており現場独自の条件を反映したものと

なっていない。予想されるリスクを事前に共有するための施工のシミュレーションでも

ある施工計画書については、各工事現場に合わせた品質確保・安全対策・環境対策などを

反映させたものとしていただきたい。 

改
善
内
容 

 指摘のあった施工計画書については、各工事現場に合わせた品質確保・安全対策・環境

対策など現場独自の条件を反映した内容であることを確認し、工事業者に指導していき

ます。 

 


